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○青森県警察航空機の運用等に関する訓令 

平成10年９月１日本部訓令第15号 

警察本部 

警察学校 

各警察署 

改正 

令和３年３月12日本部訓令第３号 

令和３年９月29日本部訓令第21号 

青森県警察航空機の運用等に関する訓令を次のように定める。 

青森県警察航空機の運用等に関する訓令 

青森県警察航空機使用管理に関する訓令（昭和59年11月青森県警察本部訓令第７号）の全部を改正

する。 

目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 警察航空隊（第４条―第13条） 

第３章 運用（第14条―第28条） 

第４章 安全管理（第29条―第34条） 

第５章 整備（第35条・第36条） 

第６章 事故発生時の措置（第37条―第40条） 

第７章 雑則（第41条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、青森県警察において装備する航空機（以下「航空機」という。）の運用、整備

等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（準拠） 

第２条 航空機の運用、整備等については、航空関係法令、警察用航空機の運用等に関する規則（昭

和37年国家公安委員会規則第３号。以下「規則」という。）及び警察用航空機の運用等に関する細

則（平成４年警察庁訓令第16号。以下「細則」という。）に定めるもののほか、この訓令の定める

ところによる。 

（定義） 

第３条 この訓令における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(１) 航空基地 青森県警察が航空機の運用、整備等のため設置した事務所、格納庫、駐機場、誘

導路その他これらに付属する施設をいう。 

(２) 航空業務従事者 航空法（昭和27年法律第231号。以下「法」という。）第２条第３項に規定

する航空従事者（以下「航空従事者」という。）並びに航空基地及び航空機の運用、整備等に従

事する者をいう。 

(３) 飛行場外離着陸場 法第79条ただし書きの規定により、警察本部長（以下「本部長」という。）

が航空機の離着陸に使用するため、国土交通大臣の許可を受け設定した場所をいう。 

(４) 警察無線電話局 航空機に搭載の携帯用無線電話局と通信可能な車載用無線電話局、携帯用

無線電話局及び中継所の無線電話局並びに航空局及び航空機局をいう。 

第２章 警察航空隊 

（任務） 

第４条 警察航空隊（以下「航空隊」という。）は、航空機を運用することにより、災害その他の場

合における警備実施を行うほか、警ら、遭難者の捜索救助その他の警察業務の支援を行うことをそ

の任務とする。 

２ 前項の任務を遂行するに当たっては、航空隊は、必要に応じて、機動隊その他の所属のほか、他

の警察部門との連携を図るものとする。 
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（管理責任者） 

第５条 航空基地及び航空機等（規則第２条第２号に規定するものをいう。以下同じ。）の管理責任

者は、警備部長とする。 

２ 管理責任者は、航空基地及び航空機等の運用、整備等について責任を負うものとする。 

３ 管理責任者は、航空基地及び航空機等の運用、整備等の事務について、警備部警備第二課長（以

下「警備第二課長」という。）に処理させることができる。 

（安全運航管理者） 

第６条 航空機の総合的運用の推進と安全運航についての事務を掌理するため、安全運航管理者を置

く。 

２ 安全運航管理者は、警備第二課長とする。 

（隊長の職務） 

第７条 隊長は、第10条第１項の航空業務計画に従って航空隊を運営し、航空隊の職員の運用、指揮

監督及び指導教養に当たるとともに、次に掲げる業務を統括するものとする。 

(１) 航空機の運航及びその安全に関すること。 

(２) 航空機等の整備に関すること。 

(３) 航空業務に関する教育訓練に関すること。 

２ 隊長は、航空隊の運営に当たっては、機動隊その他の所属のほか、他の警察部門と緊密に連携さ

せなければならない。 

（運航責任者） 

第８条 規則第９条に規定する運航責任者（以下「運航責任者」という。）は、航空従事者たる警察

官の中から安全運航管理者が指定する。ただし、隊長が航空従事者である場合には、これに兼ねさ

せることができる。 

２ 運航責任者は、第７条第１項各号に規定する業務を行う隊長を補佐するものとする。 

３ 運航責任者に事故があるときは、安全運航管理者があらかじめ指定する航空従事者がその職務を

代行するものとする。 

（安全担当者） 

第９条 規則第10条第１項に規定する安全担当者は、航空従事者の中から安全運航管理者が指定する。 

２ 安全担当者は、運航責任者の指揮を受け、規則第10条第１項に規定する業務を行うものとする。 

（航空業務計画） 

第10条 安全運航管理者は、本部長の命を受け、規則第４条第３項の規定に基づき毎年度の航空業務

計画を策定しなければならない。 

２ 安全運航管理者は、前項の規定により策定した航空業務計画に基づき、関係職員に対し、所要の

教育訓練を行わなければならない。 

３ 隊長は、第１項の航空業務計画に基づき、次の各号に掲げる業務計画を作成し、本部長の承認を

受けなければならない。 

(１) 航空事故防止計画 

(２) 四半期別整備計画 

(３) 四半期別訓練計画 

(４) 月別運航計画 

（飛行場外離着陸場） 

第11条 安全運航管理者は、本部長の命を受け、各警察署の管轄区域内に飛行場外離着陸場を設定し

なければならない。 

２ 飛行場外離着陸場の設定及び使用に関する事項は別に定める。 

（勤務制） 

第12条 航空隊の勤務は通常勤務とする。 

２ 本部長は、治安情勢等を勘案して必要と認められるときは、前項に規定する勤務制を変更するこ

とができる。 

（勤務種別） 

第13条 航空隊に勤務する航空業務従事者の通常時における勤務は、航空機警ら及び待機（以下「航

空機勤務」という。）とする。 
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２ 航空機勤務における航空機警らにおいては、航空機の機動力を活用し、広域にわたり巡航するこ

とにより実態把握及び異常事象の発見に努めるとともに、通信指令課等と連携を保ち、緊急事態の

発生に際しては現場等に急行して初動的な措置を行うものとする。 

３ 航空機勤務における待機においては、指定された場所で、緊急事態が発生した場合に直ちに出動

できる体制を保持し、航空機等の点検整備及び書類の作成、整理等に当たるものとする。 

第３章 運用 

第14条 削除 

（月間運航計画） 

第15条 隊長は、航空機の効率的な運用を図るため、毎月、月末までに事件又は事故の発生状況等を

勘案した翌月の月間運航計画を策定するものとする。 

（支援申請） 

第16条 所属長は、航空機の支援を必要とするときは、本部長に対して航空機の支援を申請するもの

とする。 

（搭乗申請） 

第17条 所属長は、航空機に所属職員を搭乗させる必要があるときは、本部長にその搭乗を申請する

ものとする。 

（支援等の申請手続） 

第18条 前２条に規定する支援又は搭乗（以下「支援等」という。）の申請手続は、別表第１に定め

る区分によるものとする。 

２ 所属長は、緊急に航空機の支援等を必要とする事情が生じたときは、前項の規定にかかわらず、

電話その他適宜の方法により申請することができる。この場合において、所属長は、事後速やかに

申請書（甲）２通を提出しなければならない。 

（支援等の承認） 

第19条 本部長は、前条第１項及び第２項の規定による申請があった場合において、その支援等の目

的、日時、飛行区域（飛行経路）、搭乗者等について審査し、適当と認めるときは、その都度支援

等を承認するものとする。 

２ 前項の承認は、航空機支援等承認書（甲）（別記様式第１号。以下「承認書（甲）」という。）

を所属長に交付して行うものとする。 

（連絡調整） 

第20条 所属長は、航空機の支援等を承認されたときは、運航の安全を確保し、航空機を効率的に活

用するため、あらかじめ安全運航管理者と必要な細部事項について十分な連絡調整を行わなければ

ならない。 

（搭乗手続） 

第21条 搭乗者は、航空機に搭乗しようとするときは、承認書（甲）を規則第12条に規定する機長（以

下「機長」という。）に提示しなければならない。 

２ 第18条第２項の規定により承認を受けて搭乗しようとする者は、機長にその旨を告げて警察手帳、

身分証明書等を提示するなどにより、身分を明らかにしなければならない。 

（情報通信部の申請手続等） 

第22条 東北管区警察局青森県情報通信部における航空機の支援等の申請手続、支援等の承認、連絡

調整及び搭乗手続については、第16条から第21条までの規定を準用する。 

（警察職員以外の者の支援等の申請手続等） 

第23条 本部長は、警察職員以外の者から航空機の支援等の申請があった場合において、当該申請が

警察活動に準ずるものであり、かつ、航空機の支援等を真に必要と認めるときは、日時、飛行区域

（飛行経路）、搭乗者等を審査し、その支援等を承認することができるものとする。 

２ 前項の申請については、第18条第１項及び第２項の規定を準用する。この場合において、第18条

第１項及び第２項中、「申請書（甲）」とあるのは、航空機支援等承認申請書（乙）（別記様式第

２号。以下「申請書（乙）」という。）と読み替えるものとする。 

３ 第１項の承認は、航空機支援等承認書（乙）（別記様式第２号。以下「承認書（乙）」という。）

を当該申請者に交付して行うものとする。この場合において、安全運航管理者は運航の安全を確保

し、航空機を効率的に活用するため、申請者と十分な連絡調整を行わなければならない。 
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４ 機長は、警察職員以外の者を搭乗させる場合においては、第21条の規定に準じて承認書（乙）、

身分証明書等を提示させるほか、誓約書（別記様式第３号）を提出させるものとする。ただし、本

部長がその必要がないと認めた者については、この限りでない。 

（警察職員以外の者の搭乗基準） 

第24条 前条第１項に規定する警察職員以外の者の搭乗は、次の各号に掲げる場合に限り承認するこ

とができるものとする。 

(１) 防災、公害防止等警察業務と関連する業務の遂行に資するため、地方公共団体の職員その他

の関係者を搭乗させる場合 

(２) 警察広報に必要な範囲内で報道関係者を搭乗させる場合 

(３) 青森県知事等公的機関の長からの要請があった場合で、公益性、緊急性及び代替性を考慮し

て必要と認められ、かつ、警察業務の運営上支障がないと本部長が判断する場合 

(４) その他本部長が必要と認める場合 

（支援等の申請手続の例外） 

第25条 次の各号に該当する場合は、支援等の申請手続を必要としないものとする。 

(１) 被救助者、被保護者又は護送被疑者を搭乗させる場合 

(２) 被救助者等に対する医療措置のため、医師等を搭乗させる場合 

(３) 資格の取得及び航空機の検査のため検査官等を搭乗させる場合 

(４) その他本部長が必要と認める場合 

（搭乗者の遵守事項） 

第26条 搭乗者は、機長の指示に従うほか、別表第２の搭乗者注意事項を遵守しなければならない。 

（飛行場外離着陸場における安全措置） 

第27条 安全運航管理者は、航空機の運航に当たり飛行場外離着陸場を使用する必要があるときは、

その都度事前に当該飛行場外離着陸場の所在地を管轄する警察署長に使用目的、日時その他必要な

事項を連絡しなければならない。 

２ 警察署長は、管轄区域内の飛行場外離着陸場が、航空機の運航に使用される場合においては、別

に定めるところにより安全を確保するための措置を講じなければならない。 

３ 前２項の規定は、緊急用務その他のやむを得ない事情のため、航空機が飛行場外離着陸場以外の

場所を離着陸に使用する場合について準用する。 

（航空機支援等結果報告） 

第28条 所属長は、航空機の支援等を受けた場合においては、その結果を航空機支援等結果報告書（別

記様式第４号）により、本部長に報告しなければならない。 

第４章 安全管理 

（航空業務従事者の心構え） 

第29条 航空業務従事者は、常に関係法令の研究及び技術の向上を図り、航空機の安全運航の確保及

び航空業務の円滑な遂行に努めなければならない。 

（航空機運航安全基準） 

第30条 安全運航管理者は、航空機の安全な運航を図るため、航空機運航安全基準を定めなければな

らない。 

２ 航空従事者は、前項の航空機運航安全基準を遵守し、航空機の安全な運航に努めなければならな

い。 

（運航判断） 

第31条 機長は、航空機の運航に際し、気象条件その他の事情により、運航が困難であると認めたと

き、又は運航計画を変更することが必要であると認めたときは、安全運航管理者の承認を得て、運

航の中止、変更その他の措置をとることができる。 

２ 安全運航管理者は、機長が前項に規定する措置をとったときは、関係者に所要の連絡を行うもの

とする。 

（安全飛行の措置） 

第32条 機長は、飛行中、航空機の状態その他から判断して、あらかじめ定められた飛行計画に従っ

た飛行が困難であると認めたときは、直ちに飛行計画の変更その他適切な措置を講じなければなら

ない。 
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２ 機長は、前項に規定する措置を講じたときは、直ちに安全運航管理者に対し、その状況を報告し

なければならない。 

（通信連絡） 

第33条 機長は、飛行に当たっては、常時、携帯用無線電話局を開局し、警察無線電話局と緊密な通

信連絡を行い、航空機の位置及び飛行状態を明らかにするよう努めなければならない。 

（防護計画） 

第34条 安全運航管理者は、航空基地における火災その他の事故の防止に努めるとともに、非常の場

合における航空基地及び航空機等の防護に必要な計画を策定しておかなければならない。 

第５章 整備 

（整備） 

第35条 隊長は、機長及び法第24条に規定する航空整備士に、規則第21条の規定に基づく航空機の整

備を実施させ、機能の保持に努めなければならない。 

２ 安全運航管理者は、規則第21条に規定する航空機の整備のため運休する場合は、その状況を本部

長に報告するとともに、各所属長に連絡するものとする。 

（整備実施基準） 

第36条 安全運航管理者は、航空機整備業務を確実、かつ、適正に実施し、航空機の安全性を確保す

るため、航空機整備実施基準を定めなければならない。 

２ 航空従事者は、前項の航空機整備実施基準を遵守し、航空機の機能保持に努めなければならない。 

第６章 事故発生時の措置 

（機長の措置） 

第37条 機長は、飛行中において機械の故障、気象の急変その他の理由により、航空機に危難が生じ

た場合又は危難が生ずるおそれがあると認めるときは、人命の安全を図るために必要な措置をとる

とともに、直ちに警察無線電話局に緊急通信を行わなければならない。 

２ 機長は、規則第15条第２項に規定する航空機事故（以下「航空機事故」という。）が発生したと

きは、無線通信その他の方法により最寄りの警察機関、航空管制機関等に対し、次の事項を連絡し

なければならない。 

(１) 機長又は航空機の使用者の氏名若しくは名称 

(２) 事故の発生した日時及び場所 

(３) 航空機の国籍、登録記号、型式及び航空機の無線局の呼出符号 

(４) 航空機の事故の概要 

(５) 人の死傷又は物件の損壊概要 

(６) 死亡者又は行方不明者のある場合には、その者の氏名その他参考となる事項 

(７) 前各号のほか、必要と認める事項 

（警察職員の措置） 

第38条 警察職員は、前条第１項に規定する緊急通信を受信したとき、及び第２項の航空機事故を認

知したときは、直ちにその内容を本部長に報告しなければならない。 

（警察署長の措置） 

第39条 警察署長は、管轄区域内において航空機事故の発生を認知したときは、直ちに搭乗員等の救

護、事故現場の保存その他必要な措置をとるとともに、その状況を本部長に報告しなければならな

い。 

（事故調査委員会の設置） 

第40条 本部長は、航空機事故が発生した場合において、当該航空機事故の原因を明らかにするため

必要があると認めたときは、航空機事故調査委員会（以下「委員会」という。）を設置することが

できる。 

２ 委員会は、本部長が指名又は委嘱する委員をもって構成する。 

第７章 雑則 

（備付簿冊） 

第41条 安全運航管理者は、航空機の運用、整備等の状況を明らかにするため、航空関係法令、規則

及び細則に定める簿冊を備え付けるものとする。 

附 則 
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（施行期日） 

１ この訓令は、平成10年９月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令による改正前の訓令に規定する様式による書面については、当分の間それぞれ改正後の

これらの訓令に規定する様式による書面とみなす。 

（青森県警察本部処務規程の一部改正） 

３ 青森県警察本部処務規程（昭和38年４月青森県警察本部訓令甲第８号）の一部を次のように改正

する。 

〔次のよう略〕 

附 則（令和３年９月29日本部訓令第21号） 

この訓令は、令和３年10月１日から施行する。 

別表第１（第18条関係） 

使用の態様 申請期日 申請書類 

航空基地、飛行場（法及び航空法施行規則（昭和27

年運輸省令第56号。以下「施行規則」という。）に

規定する飛行場をいう。以下同じ。）又は飛行場外

離着陸場を使用する場合 

支援等の日の７

日前まで 

航空機支援等承認申請書

（甲） 

（別記様式第１号。以下「申

請書（甲）」という。）２通

航空基地、飛行場及び飛行場外離着陸場以外の場所

で、所有者等の承諾（承認）を得て使用する場合 

支援等の日の14

日前まで 

申請書（甲）及び第11条第２

項に定める関係書類各２通 

法第80条に規定する飛行禁止区域を飛行し、又は法

第81条に規定する最低安全高度以下の高度による

低空飛行をする必要がある場合 

支援等の日の14

日前まで 

申請書（甲）２通 

別表第２（第26条関係） 

搭乗者注意事項 

 ○ 機長と業務遂行に関する打合せを十分行うこと。 

 ○ 搭乗準備は、離陸20分前に完了すること。 

 ○ みだりに航空機に触れないこと。 

 ○ 定められた場所以外では喫煙しないこと。 

 ○ 携行品のある場合は、あらかじめ機長に申し出ること。 

離陸

前 

○ 可燃性物質その他の危険物を機内に持ち込まないこと。 

○ 高血圧、風邪等で身体に異常のある場合は、あらかじめ機長に申し出ること。 

○ 用便は必ず済ませておくこと。 

 ○ 係員の指示に従って行動すること。 

 ○ 頭上の回転翼（主ローター）及び尾部ローターに注意すること。 

 ○ 航空従事者の許可なく駐機場、格納庫内等に車両を乗り入れないこと。 

 ○ 指定された日時に搭乗できないときは、事前に青森県警察航空隊に連絡すること。 

 ○ 自分の身体に合わせて安全ベルトを調整すること。 

 ○ 機長の許可なく喫煙しないこと。 

 ○ 機長の許可なく座席から動かないこと。 

飛行

中 

○ 無線通信は、機長の許可を得て行うこと。 

○ 機内の装備品には、みだりに手を触れないこと。 

○ 窓を開ける場合は、必ず機長の許可を得て行うこと。 

 ○ 写真又はビデオ撮影を行う場合は、器材を窓枠の面から外方向へ出さないこと。 

 ○ 機外には、絶対、物を捨てないこと。 

 ○ 飛行中、身体に不調を生じたときは、速やかに機長に申し出ること。 

 ○ 忘れ物がないか確認すること。 

 ○ 機長の許可なくドアを開いたり、降りたりしないこと。 

着陸 ○ 帽子又はマフラー等の飛散し易い物品は手に携帯すること。 
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後 ○ 機外では係員の指示に従い、機体の前方に向かって離れること。 

○ 誤って、物品等を飛散させた場合は、当該物品を追いかけることなく、係員の指示に

従うこと。 

 ○ 着陸後であっても、ローター回転中は不用意に機体後方に近付かないこと。 

別記様式第１号（第18条・第19条関係） 

 
別記様式第２号（第23条関係） 
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別記様式第３号（第23条関係） 



9/10 

 
別記様式第４号（第28条関係） 
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